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柔
道
整
復
師
（
整
骨
院
・
接
骨
院
）の
施
術
を
受
け
た
方
に

近
年
、
柔
道
整
復
師
に
か
か
る
療
養
費
の
な
か
に
は
、

健
康
保
険
の
対
象
と
な
ら
な
い
誤
っ
た
請
求
や
、

不
適
正
な
請
求
が
一
部
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

健
保
組
合
で
は
医
療
費
支
出
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
た
方
に

施
術
内
容
な
ど
を
照
会
さ
せ
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

照
会
が
あ
っ
た
際
は
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

当健保組合では、株式会社オークスに
照会業務を委託しています。
上記のような文書にて照会があった場合は、
ご回答をお願いします。

柔道整復師に
かかるときの
注意事項

◦症状や負傷原因を正しく伝えましょう
健康保険で施術を受けられるのは、急性または亜急性の外傷性の負傷（骨折、脱臼、打撲、ねんざ、肉離れ）
に限られます。肩こりや筋肉疲労ではかかれませんのでご注意ください。

＊業務上・通勤途上の負傷は労災保険の扱いになります。　＊骨折・脱臼は応急処置のみ。

◦施術内容等を確認のうえ、申請書に自筆で記入しましょう
「療養費支給申請書」は、健保組合への療養費の請求を柔道整復師に委任するものです。施術内容等を確認
せずに記入したり、白紙の申請書に記入するのは、誤った請求を招く原因になります。

◦領収証は必ずもらいましょう
後日、業務委託会社から照会させていただく際に必要となります。大切に保管しておいてください。

ご協力
ください！

療養費の支払いの流れ

患　者
（施術を受けた方）

業務委託会社
（㈱オークス）

柔道整復師
（整骨院・接骨院）

健保組合

①施術

②患者負担分（1～3割）
　支払い

④内容点検依頼

⑦点検結果報告

患者が「療養費支給申請
書」に原則自筆で記入す
ることで、窓口での支払
いが一部負担金のみで済
むようになっています。

③
療
養
費（
７
〜
９
割
）
を
請
求

⑧
支
払
い

患者からの回答と
柔道整復師からの
請求内容を照合し、
正しく請求されて
いるかを確認のう
え支払います。

⑤
照
会

⑥
回
答

柔道整復師からの請
求内容に不明な点が
ある場合は、業務委
託会社（㈱オークス）
を通じて、患者に負
傷原因、施術内容、
通院日数などの照会
を行います。


